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○
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告

示

青
森
県
告
示
第
七
百
四
十
三
号

測
量
計
画
機
関
の
長
か
ら
、
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
測

量
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
月
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

測
量
計
画
機
関

独
立
行
政
法
人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構
鉄
道
建
設
本
部
青
森
新
幹
線
建
設
局
長

二

測
量
の
種
類

公
共
測
量

(

基
準
点
測
量)

三

測
量
の
期
間

平
成
二
十
四
年
十
月
十
九
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
一
月
四
日
ま
で

四

測
量
の
地
域

八
戸
市

上
北
郡
お
い
ら
せ
町

上
北
郡
六
戸
町

上
北
郡
東
北
町

十
和
田
市

上
北
郡
七
戸
町

青
森
市

各
々
の
一
部

青
森
県
告
示
第
七
百
四
十
四
号

漁
船
損
害
等
補
償
法
施
行
令

(

昭
和
二
十
七
年
政
令
第
六
十
八
号)

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
漁
船
損
害
等
補
償
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号)

第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
同
意
を
求
め
る
た
め
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
令
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
公
示
し
、
届
出
に
係
る
指
定
漁
船
調
書
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
月
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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公

告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
設
立
認
証

の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
月
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
四
年
九
月
二
十
五
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
藤
崎
町
文
化
協
会

三

代
表
者
の
氏
名

淺
利

清
英

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

南
津
軽
郡
藤
崎
町
大
字
西
豊
田
一
丁
目
一
藤
崎
町
文
化
セ
ン
タ
ー
内

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
藤
崎
町
内
の
芸
術
文
化
団
体
に
よ
る
自
主
的
な
活
動
を
支
援
す
る
と
共
に
、
芸

術
文
化
団
体
の
地
域
や
分
野
を
越
え
た
幅
広
い
連
携
促
進
、
地
域
社
会
に
お
け
る
町
民
・
行
政
・

企
業
と
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
を
深
め
る
こ
と
に
よ
り
、
町
民
の
心
豊
か
で
創
造
的
な
生
活
の
実

現
及
び
藤
崎
町
の
芸
術
文
化
の
振
興
と
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
作
り
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
設
立
認
証

の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
月
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
四
年
十
月
三
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
八
戸
発
震
災
支
援
セ
ン
タ
ー

三

代
表
者
の
氏
名

若
松

博
士

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

八
戸
市
類
家
一
丁
目
八
の
三
八
パ
ー
ル
マ
ン
シ
ョ
ン
一
〇
一
号

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
八
戸
市
内
及
び
八
戸
市
近
郊
の
、
女
性
・
高
齢
者
・
障
が
い
者
・
青
少
年
・
重

症
病
患
者
な
ど
に
対
す
る
支
援
及
び
、
科
学
技
術
の
振
興
に
関
す
る
事
業
、
並
び
に
日
本
国
内
の

自
然
災
害
等
の
被
災
者
に
対
し
て
、
平
穏
な
暮
ら
し
に
つ
な
が
る
物
資
・
情
報
・
安
全
の
、
支
援

に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
ト
ー
タ
ル
サ
ポ
ー
ト
を
す
る
こ
と
で
、
経
済
復
興
に
寄
与
す
る
こ
と
を

目
的
と
す
る
。

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
二
十
五
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
公
告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
定
款

変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
月
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日
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泊

上
北
郡
六
ケ
所
村
大
字
泊
字
焼
山
二
五
三
番
地

一

松
下

誠
四
郎

上
北
郡
六
ケ
所
村
大
字
泊
字
泊
山
一
番
地
一
九

中
村

幸
一

上
北
郡
六
ケ
所
村
大
字
泊
字
焼
山
五
八
〇
番
地

二

辻
浦

武
治

平
成
二
十
四

年
十
月
十
九

日
か
ら
同
年

十
一
月
二
日

ま
で

泊
漁
業
協

同
組
合

� �
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平
成
二
十
四
年
九
月
二
十
八
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
あ
お
も
り
ラ
ジ
オ
く
ら
ぶ

三

代
表
者
の
氏
名

大
竹

辰
也

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

青
森
市
大
字
古
館
字
大
柳
四
三
の
三

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
地
域
住
民
に
対
し
て
、
情
報
受
発
信
力
を
身
に
つ
け
る
事
業
を
行
う
と
と
も
に
、

ラ
ジ
オ
を
中
心
に
し
た
媒
体
に
よ
り
住
民
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
促
進
し
、
地
域
で
必
要

と
さ
れ
る
情
報
の
掘
り
起
こ
し
と
そ
の
情
報
を
共
有
す
る
事
業
を
通
じ
て
、
地
域
の
安
全
と
と
も

に
住
民
が
自
信
と
誇
り
を
持
っ
て
住
め
る
地
域
の
創
造
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
二
十
五
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
公
告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
定
款

変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
月
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
四
年
十
月
一
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ゆ
っ
た
り
八
戸

三

代
表
者
の
氏
名

加
藤

綾
子

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

八
戸
市
大
字
河
原
木
字
平
五
の
二

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
高
齢
化
に
伴
う
身
体
的
精
神
的
理
由
に
よ
り
支
援
を
必
要
と
す
る
人
、
も
し
く

は
そ
の
家
族
に
対
し
て
、
必
要
な
介
護
支
援
を
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
を
通
し
て
行
い
、
併
せ
て
情
報

共
有
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
本
人
家
族
は
も
と
よ
り
、
多
く
の
方
々
と
交
流
の
機
会
を
作
り
地

域
社
会
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
二
十
五
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
公
告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
定
款

変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
月
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
四
年
十
月
五
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ア
ニ
マ
ル
・
サ
ポ
ー
ト
青
森

三

代
表
者
の
氏
名

三
浦

弥
生

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

青
森
市

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
人
と
動
物
が
共
に
楽
し
く
幸
せ
に
暮
ら
し
て
い
け
る
地
域
社
会
を
実
現
す
る
た

め
、
動
物
の
飼
養
と
愛
護
に
関
す
る
普
及
啓
発
、
関
係
機
関
や
個
人
の
連
携
の
促
進
、
動
物
と
共

存
す
る
ま
ち
づ
く
り
の
企
画
と
実
施
な
ど
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
も
っ
て
不
特
定
か
つ
多
数
の

も
の
の
利
益
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
二
十
五
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
公
告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
定
款

変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。
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平
成
二
十
四
年
十
月
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
四
年
十
月
五
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
Ａ
Ｃ
Ｔ
Ｙ

三

代
表
者
の
氏
名

町
田

直
子

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

八
戸
市
大
字
番
町
一
四

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
八
戸
市
民
及
び
周
辺
市
町
村
民
に
対
し
、
ま
ち
づ
く
り
や
国
際
交
流
に
関
す
る

事
業
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
地
域
社
会
の
活
性
化
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

貸
金
業
者
の
登
録
の
取
消
し

貸
金
業
法(

昭
和
五
十
八
年
法
律
第
三
十
二
号)

第
二
十
四
条
の
六
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
貸
金
業
者
の
登
録
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
四
条
の
六
の
八
の
規
定
に
よ
り

公
告
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
月
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号

有
限
会
社
地
域
開
発
機
構

二

代
表
者
の
氏
名

対
馬
伸
一

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

弘
前
市
大
字
御
幸
町
六
の
一
○

四

登
録
番
号

青
森
県
知
事

(

一)

第
〇
一
七
一
六
号

五

登
録
年
月
日

平
成
二
十
一
年
十
月
十
三
日

六

登
録
の
取
消
し
の
年
月
日

平
成
二
十
四
年
十
月
十
日

七

適
用
条
文

貸
金
業
法
第
二
十
四
条
の
六
の
四
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
月
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

Ｋ
Ｏ
Ｍ
Ａ
Ｔ
Ａ

Ｉ
Ｎ
Ｔ
Ｅ
Ｒ
Ｉ
Ｏ
Ｒ

Ｓ
Ｅ
Ｒ
Ｖ
Ｉ
Ｃ
Ｅ

二

氏
名

小
又

勝
彦

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

青
森
市
浪
館
前
田
四
丁
目
二
五
の
六

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
二
二)

第
一
〇
〇
三
〇
五
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
四
年
九
月
十
九
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

内
装
仕
上
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
四
年
六
月
三
十
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に

よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
月
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

有
限
会
社
幸
青
通
信
社

二

代
表
者
の
氏
名

工
藤

晃

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

青
森
市
勝
田
一
丁
目
一
九
の
三

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
二
〇)

第
一
六
六
五
〇
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
四
年
九
月
十
九
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

電
気
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
四
年
九
月
一
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ

り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。
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(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行


